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最新のサクラ開花予想（３月１４日）では，甲府の開花日は２４日，満開日は

４月１日となっています。このたよりが届く頃には，神金でもサクラが開花して

いることと思います。同時に，サクラやモモ，スモモの花が咲き出し，春たけな

わとなり，神金の一番美しい季節になってきます。

３月末には，神部神社・金井加里神社・浜松神明社の例大祭が予定されていま

すが，花粉採取の花摘みの最盛期になるかもしれません。

果樹園作業もいよいよ忙しくなる季節の到来ですね。

「花のまちづくり推進事業」補助金を活

用し，パンジーやビオラをプランターに植

え公民館玄関前や駐車場にに並べました。

一足先に春がやってきたように見えます。

公民館駐車場の浄化槽周囲は陥が沈み込んでしまい，かなり段差ができて

しまっていました。夜間等には躓いてしまう危険もあるので，段差解消の工

事をしていただきました。同時に西側のコンクリートの陥没部分も埋めても

らいました。
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神金駐在所だよりの３月号です。公民館受付には最新号が掲示してありますので，

公民館利用時などに読んでいただければありがたいです。
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地元の歴史研究家でもある故飯島卓郎氏が，神金小学校PTA会報「ふもと」

に執筆し寄稿した「神金の歴史」をシリーズで紹介します。

新青梅街道 三

新税法は血の粛清によってできた税法であった。国民は昔から税金を出すこと

を嫌い、新税法制定には何れも歴史的経過を辿っているのである。現在の税法

は、昭和二十五年米国の占領下に於いてマッカーサ軍司令部の作ったシャープ勧

告案により文句なしに押しつけられた税法である。しかし、比較的公平に見て、

今日の日本の繁栄をもたらした一因でもあると評価されている。時代の変遷に伴

い、一昨年政府は売上税の創設を考えたが国民の反撃により廃案になった。現政

府は新型間接税を考え連日新聞紙上を賑わしているが、成立には多大の困難があ

るものと思う。

甲斐の国の税法に大小切税法がある。それは全体の三分の一を小切といい金納

にて九月納め、三分の二を大切といい米の収穫後に籾で納める。農民にとっては

有利な税法であったが、全国統一した地租改正を実施する国としては、山梨県だ

けに特例を認める訳にもいかず、反対を押し切って明治五年八月八日、大小切税

法を廃止し地租税の創設を布告した。

これに対し全県下に反対運動が起こり、県庁では全力を挙げて説得工作をした

が、各地で反対の実力行使が行われた。八月二十三日に栗原筋、万力筋を中心に

九十七ヶ村の農民が猟銃、竹槍、鎌などの武器を携えて蓆旗を立て武装蜂起をし

たのである。その数は八千とも一万余とも伝えられた百姓一揆で、これが今でも

有名な大小切騒動である。

神金勢は権現森（小学校下の三軒住宅と駐在所一帯の五八〇坪、ここに羽黒権

現社が祭られ数百年を経た巨木が立ち、村の中心地であるので村の行事はこの境

内で行われ、相撲の土俵もあったり、子供の遊び場であったり、また沢山の野鳥

もいた）に集合し酒を酌み交わし勢いをつけて出動したのである。この百姓一揆

は回状により小原、正徳寺あたりに集結して殺気立った勢いにて県庁近くまで迫

った。

この勢いに恐れをなした県は「願いの趣聞き届け候」と一札を代表者に差し出

したので、農民は目的を達成することができたと喜び一揆は解散した。しかし、

一部の暴徒は若尾邸の焼討ちなど暴行を働いた。
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後に、これが県に都合の良い口実を与えたのである。県令の土肥実匡は直ちに

東京鎮台や静岡等に軍隊の応援を求め、九月三日、一揆に関係した村々の名主他

役人を恵林寺に呼び出し「徒党強訴は厳禁にも拘わらず凶器を携え府中に押し入

り市民を殺害したことは暴徒の行為である」との理由にて。松里村の小沢晉兵

衛、岡部村の島田富十郎の両名は首謀者とみなし絞首刑に処した。

この二人は明治二十五年、義民として顕彰され恵林寺境内の信玄公の廟所の近

くに石碑が建てられている。流罪、懲役、罰金等の刑に処せられた者三一二〇名

に及び、この百姓一揆は農民の完全敗北に終わり、地租改正は行われた。

この一揆に下小田原だけは参加しなかった。現在残っている文書がその実体を

物語っている。県に出した陳情書によると一揆に参加しなかったので他村の人達

から迫害を受け、日中外にも出られず、戸を締めて隠れている状態なので至急応

援されたいとの文書。又これに対し県から、状況はよく分かるが現在県庁でも手

薄なので出向くことはできぬがその内に何とかするからとの文書。又当時下小田

原の名主古屋富賢（東京在古屋豊氏の曾祖父）は県の説得に応じ、下小田原村が

一揆に参加しなかった功績により顕彰碑を建てるべく郡長等と計らい、碑文その

他一切の用意を整えた。しかし、一揆に参加し処罰された村々に遠慮して建てな

かったものと思う。今もその碑文は横一米縦二米位の大きさで残されている。

藤村県令は政府から大幅の助成を見込んでいたようである。明治八年十二月七

日、内務卿大久保利通宛の長文の申請書には「もしこの道路が開通すれば甲州街

道より勝ること幾倍か判らないのみか、日本国の富強を助ける基とな呑」とか

「この道は平坦であること砥の如し」とか誇張した点も多々ある。

この申請に対し大久保内務卿からは「国歩多難の折柄官給の儀は多少に拘わら

ず相成らざる儀と心得る様、但し

道路敷きとなる潰地は官地に組み

入れ、租税は免除する」ときっぱ

りと断られている。思うに、当時

は征韓論に破れた西郷隆盛が郷里

鹿児島にて不穏の動きがあった折

でもあり、とても甲州の道路に補

助金を出せる訳がないのが当然で

ある。


